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１．不登校の現状について

２．不登校の支援

３．学校を「みんなが安心して学べる」場所に
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不登校とは、

「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景
により、登校しないあるいはしたくともできない状況にある
ため年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的な理
由によるものを除いたもの」 （文部科学省）
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１．不登校の現状について
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令和６年度児童生
徒の問題行動・不
登校等生徒指導上
の諸課題に関する
調査

小学校
１３７，７０４人

（１，０００あたり２３．０人）

中学校
２１６，２６６人

（１，０００人あたり６７．９人）
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新座市の小・中学校における不登校の状況

●不登校児童生徒数は近年増加傾向であったが、令和６年度、減少した。ただ、長欠児童生徒
の人数は、高止まりであるため、今後も継続した支援と未然防止の対応が必要である。

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２Ｒ１

１５９人１８５人１４９人１０６人９９人８４人小学校

２３０人２４１人２４０人２０８人１６６人１４５人中学校

３８９人４２６人３８９人３１４人２６５人２２９人合 計
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１．不登校の現状【背景・要因】

◆不登校児童生徒について学校が把握した事実
〇不安・抑うつ
〇生活リズムの不調
〇無気力
〇学業不振
〇個別の配慮（障害（疑い含む）以外）
〇友人関係
〇親子関係
〇家庭生活の変化
〇教職員の関係
〇障害（疑いを含む）に起因
〇その他
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新座市校内支援ルーム「ピット」

新座市教育支援ルーム

２．不登校の支援
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新座市校内支援ルーム
「ピット」について

新開小「たいようルーム」
第二中 「スマスタルーム」
第五中「アスサポ」
※令和７年度から池田小に校内支援ルームスタッフを設置
※その他多数の学校が実態に合わせて、工夫をしながら設置

２．不登校の支援
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新座市校内支援ルーム

「ピット」

新座市校内支援ルーム

「ピット」とは？
○登校後、安心できる環境の中で自分らしく学ぶこと
をとおして、心にエネルギーをためる場所です。学校
環境で学ぶ良さを生かしながら、自分らしさや自分の
良さに気付けるよう支援していきます。

○学校・学級にうまく馴染めない児童生徒が安心して
過ごせる居場所になるよう、また、不登校になった児
童生徒が学校に戻りたいと思ったときのステップとな
るよう支援します。

「ピット」とは？
車やバイクのレース中に、必要な燃料を入れ

たり車の状況を確認したりするために、一旦
レースから離れて整備するための場所です。

安心感

所属感

達成感
・苦手だったことができるよう

になった！
・最後までやり遂げられた！
・落ち着いて活動に取り組めるよ

うになった！

・友達と話したり活動したりする。
・教室かピットか、学びの場を選

択し、クラスの活動にも参加す
ることができる。

・学校やクラスの一員という気持
ちを持つことができる。

・少人数の環境で、あせらず自分
のペースで学習や活動を行う。

（オンライン授業、個別学習等）
・無理なくできることを増やして

いく。
・心配事や悩みを身近にいる教員

や相談員に相談する。

◆大切にしたい
３つの
“感”

〇対 象 学びたいけれど教室に入りづらさを感じている児童生徒
〇時 間 本人、保護者と学校が相談して決めます。（学校の授業時間内）
〇内 容 自分で決めた学習や活動、教室からのオンライン授業等

クラスでの学びについては本人の意思を尊重して行います。
〇支援者 教員や市で採用した職員が、管理職や担任等と連携して支援を行い

ます。
※入室にあたっては、本人の意思及び保護者の方との連携が必要になります。

本人、保護者、学校が共通理解を図りながら、支援を進めていきます。

１stステージ

３rd ステージ

２ndステージ

（各ステージでの子供の様子）
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たいようルーム

7
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スマスタルーム
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第二中学校
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アスサポ
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校内支援ルームの成果

〇 教室に入りづらい子供たちの居場所となる。
〇 自分のペースで学習することが出来る。
〇 教室より静かで落ち着いた空間の中で過ごすことが出来る。
〇 教室以外の居場所となるため、子供たちが学校から離れる

ことなく過ごすことが出来る。

学校毎に少しずつ特色が異なり、その学校
の特徴に合った運営が進んでいます。
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教育支援ルームについて
（旧適応指導教室）

「ふれあいルーム」
「とことこぷらすのへや」
「ムササビルーム」

２．不登校の支援
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「ふれあいルーム」
(1)  教育相談員５人（相談業務対応３人、ふれあいルーム担当職員２人）
(2)  学校カウンセラー（３人が週に1回ずつ勤務） 来庁日（月・水・金）
（３） 埼玉県スクールソーシャルワーカー ２人
（４） 新座市スクールソーシャルワーカー ３名 （月曜以外は担当中学校にて勤務）

※ピアサポーター（大学生ボランティア）
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ふれあいルームについて
●新座市学校適応指導教室設置要綱（平成１１年１月決裁）
により、平成１１年４月より開室

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２Ｒ１

３９人２３人３５人４５人４０人２１人小学校

３８人４３人３４人２２人１０人１５人中学校

７７人６６人６９人６７人５０人３６人合 計

【申請者数の推移】
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令和５年９月２２日（金）より
十文字学園女子大学内に
「とことこぷらすのへや」開室

「とことこぷらすのへや」
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「とことこぷらすのへや」活動風景
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「新座市教育支援ルーム
ムササビルーム」

〇令和７年５月より
〇毎週水曜日、道場集会所で開室。
〇教員や心理師等の資格を持った職員が
学習面・心の面等をサポートしてくれる。

行事も定期的に
開催！
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教育支援ルームの成果

（子供たち）
申請者数の増加＝不登校児童生徒の居場所確保

異年齢集団（上級生が下級生のお世話）＝自己有用感の向上

他者との交流をとおした学び
＝自己課題（コミュニケーション能力、個人スキル）への気づき

キャリア形成＝体験から生まれる興味・関心

（保護者）
相談員との定期面談＝保護者も安心、支援の方向性を共有

子どもの居場所＝保護者がホッとできる時間
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３．学校を
「みんなが安心して学べる」場所に
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３．学校を 「みんなが安心して学べる」場所に

令和４年１２月文部科学省

「知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す」
とされた児童生徒」の割合

小・中学校８．８％

令和５年３月１３日
通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告
・校長のリーダーシップの下、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態を適切に把握し、適切な指導や必要

な支援を組織的に行うための校内支援体制を充実させること

・児童生徒が慣れた環境で安心して通級による指導を受けられるように自校
通級や巡回指導をはじめとする通級による指導を充実させること

・通級による指導を担当する教師等の専門性の向上を図ること
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令和７年９月5日中央教育審議会教育課程企画特別部会 論点整理
多様性の包摂（インクルージョン）＝インクルーシブ教育の実現

学校の役割
多様な子供たちの

「深い学び」を確かなものに学ぶことに
意味がある

楽しい

友達と
違ってい

い

失敗を恐れ
ずに挑戦で

きる

できた

心理的安全性

学校だけが
学びの場
じゃない
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校内支援体制について

特別支援教育支援員 小学校３４人
中学校 ６人

介助員 介助が必要な児童生徒に配置
子どもと親の相談員 小学校１７人
さわやか相談員 中学校 ６人

スクールカウンセラー（県） 小学校 月に１回程度
中学校 ４校 週に１回 ・ ２校 隔週に１回
スクールソーシャルワーカー（県）２人（必要に応じて主に小学校に派遣）
スクールソーシャルワーカー（市）３人（各中学校に週２日・教育相談室に週１日

日本語指導教諭 ４人 日本語指導員 ２人
外国籍児童生徒サポーター令和６年度派遣実績１２人１８２回（令和７年度１１月時点１６人）
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◆通級指導教室について

◆就学相談について
就学先についての相談。（通級の支援についても相談）
障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学
等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就
学先を決定する。

◆巡回相談について
心理士（師）が市立小・中学校や市内の幼稚園・保育園を訪問し、発育発達に心
配のあるお子さんについて支援の仕方等をアドバイスします。

通常の学級に在籍し、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別
な指導を必要とする児童生徒に対して、障害に応じた特別の指導を行う指導
形態。（平成５年度から小中学校で制度化、平成３０年に高等学校に拡大）・
実施形態：自校通級、他校通級、巡回指導

対象障害種：言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害（ＬＤ）、注
意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、肢体不自由、病弱・身体虚弱
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新座市通級指導教室ふらねっとルーム設置教室数について
令和７年度令和６年度令和５年度令和４年度設置年度

２２２１昭和５５年からきこえとことばの
教室（難聴言語
教室）

拠点校 ５
巡回指導２

３２１平成１６年から
令和４年度まで
「あじさいルー
ム」

ふらねっとルー
ム（発達情緒
【小学校】）

拠点校 ３
巡回指導３

拠点校 ２
巡回指導４

１１平成２９年から
令和４年度まで
「すずらんルー
ム」

FLANETルーム

（発達情緒【中
学校】）

八石小・新開小
新座小・野寺小
新堀小・東野小
石神小
第三中・第四中
第六中

八石小・新開小
新座小・野寺小
新堀小
第三中・第四中

八石小（2学級）
新座小
野寺小
第三中

八石小
新座小
第三中

八石小
新座小
第三中

拠点校の学校

８．８％！
文科省調査
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みんなと一
緒に学ぶ

教科書
で学ぶ

思考のよりどころを
掲示個別の声かけ

魅力ある学校づくりについて （学務課・教育支援課・教育総務課との連携）

個別最適な学びの実現 自由進度学習・ICTの活用

タブレット
で学ぶ

先生と学ぶ

タブレットに
まとめる

ノートに
まとめる

一人で学ぶ
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まとめ
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【学校として】
〇新たな不登校を生まない魅力ある学校づくり（インクルーシブ
教育の充実・授業改善（ユニバーサルデザイン））

〇教員の不登校に対する意識改革（多様な学びの場・評価の研
究、学びにつながれない児童生徒を０に。）

〇関係機関との連携（児童相談所・病院・行政）

【市役所・教育委員会として】

〇多様な学びの場を用意し、学びたいときに学べるよう選択
肢を広げる。

※通級指導教室・教育支援ルーム及び校内支援ルームの拡充
〇保護者、家庭環境への支援

〇支援員・校内支援ルームスタッフ・相談員・SC・SSWの増員

今後の方向性
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ご清聴ありがとうございました。

31


